
水質関係モニタリング結果（処理水・放流水）

処理水 放流水
1 ― 7.2 8.3 5.8～8.6
2 (mg/L） <0.5 1.0 20
3 (mg/L） 0.9 1.2 20
4 (mg/L） <1 <1 10
5 (個/cm3） 0 0 3000
1 (mg/L） <0.003 <0.003 0.03
2 (mg/L） <0.1 <0.1 0.5
3 (mg/L） <0.1 <0.1 1
4 (mg/L） <0.05 <0.05 0.1
5 (mg/L） <0.02 <0.02 0.2
6 (mg/L） <0.01 <0.01 0.1

7 (mg/L） <0.0005 <0.0005 0.005

8 (mg/L） <0.0005(報告下限値) <0.0005(報告下限値) 検出されないこと※2

9 (mg/L） <0.0005 <0.0005 0.003
10 (mg/L） <0.002 <0.002 0.1
11 (mg/L） <0.0005 <0.0005 0.1
12 (mg/L） <0.0005 <0.0005 3
13 (mg/L） <0.002 <0.002 0.2
14 (mg/L） <0.002 <0.002 0.02
15 (mg/L） <0.004 <0.004 0.04
16 (mg/L） <0.02 <0.02 0.2
17 (mg/L） <0.04 <0.04 0.4
18 (mg/L） <0.006 <0.006 0.06
19 (mg/L） <0.002 <0.002 0.02
20 (mg/L） <0.006 <0.006 0.06
21 (mg/L） <0.003 <0.003 0.03
22 (mg/L） <0.02 <0.02 0.2
23 (mg/L） <0.01 <0.01 0.1
24 (mg/L） <0.01 <0.01 0.1
25 (mg/L） 3.1 <0.8 8
26 (mg/L） 4.5 0.5 10

27 (mg/L） <2 <2 100

28 (mg/L） <0.05 <0.05 0.5

1 (mg/L） <0.5 <0.5
1  (　鉱　油　類　)
10 (動植物油脂類)

2 (mg/L） <0.01 <0.01 1
3 (mg/L） <0.01 <0.01 1
4 (mg/L） <0.01 <0.01 2
5 (mg/L） <0.1 <0.1 10
6 (mg/L） 0.13 0.09 10
7 (mg/L） <0.05 <0.05 2
1 (mg/L） 1.6 0.7 15
2 (mg/L） 0.02 0.06 16
3 (mS/m) - - -
4 (mg/L） 1500 180 -
5 (mg/L） 0.01 <0.01 2
6 (度） - - -
7 (pg-TEQ/L） 0.000017 - 10

基準値は「『排水基準を定める省令』で定める排水基準」、「『福島県生活環境の保全等に関する条例』で定める排水指定事業場排水基
準」、「『福島県産業廃棄物処理指導要綱』で定める排水基準」、「『一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術
上の基準を定める省令』で定める技術上の基準」のうちの最低値とした。

「検出されないこと」は、本調査の実施要領において設定した報告下限値を下回ることを指す。

調査項目 単位
R1.6.25採取
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水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量

化学的酸素要求量

浮遊物質量

有
　
　
害
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質
　
　
項
　
　
目

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物

シアン化合物

有機燐化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合
物

アルキル水銀化合物

ポリ塩化ビフェニル

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

四塩化炭素

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン及びその化合物

ふっ素及びその化合物

溶解性鉄含有量

ほう素及びその化合物
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及
び硝酸化合物

1,4-ジオキサン

特
　
殊
　
項
　
目

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

フェノール類含有量

銅含有量

亜鉛含有量

塩化物イオン

色度

溶解性マンガン含有量

クロム含有量

ニッケル含有量

※1

そ
の
他

窒素含有量

基準値※1

※2

ダイオキシン類

電気伝導率

燐含有量



水質関係モニタリング結果（地下水（シート下部湧水））

水素イオン濃度 ― －

生物化学的酸素要求量 (mg/L） －

化学的酸素要求量 (mg/L） －

浮遊物質量 (mg/L） －

カドミウム (mg/L） 0.003

全シアン (mg/L） 検出されないこと※2

鉛 (mg/L） 0.01

六価クロム (mg/L） 0.05

砒素 (mg/L） 0.01

総水銀 (mg/L） 0.0005

アルキル水銀 (mg/L） 検出されないこと
※2

PCB (mg/L） 検出されないこと※2

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L） 0.01

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L） 0.01

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L） 1

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L） 0.02

四塩化炭素 (mg/L） 0.002

クロロエチレン (mg/L） 0.002

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L） 0.004

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L） 0.1

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L） 0.04

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L） 0.006

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L） 0.002

チウラム (mg/L） 0.006

シマジン (mg/L） 0.003

チオベンカルブ (mg/L） 0.02

ベンゼン (mg/L） 0.01

セレン (mg/L） 0.01

ふっ素 (mg/L） 0.8

ほう素 (mg/L） 1

(mg/L） 10

(mg/L） 0.05

電気伝導率 (mS/m) -

塩化物イオン (mg/L） -

※1

※2

地下水環境基準とは、地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)第1に定める基準。

「検出されないこと」は、本調査の実施要領において設定した報告下限値を下回ることを指す。
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<0.0003

<0.1(報告下限値）
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<0.0005(報告下限値)

<0.0005(報告下限値)
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<0.0002
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<0.004

<0.0006

<0.0002

<0.0006
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硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

1,4-ジオキサン

調査項目

<0.08

0.03

0.2

<0.005

78

7

基準値※1

<0.002

<0.001

<0.002



水質関係モニタリング結果（河川水）

R1.6.25 R1.11.21

ふっ素 (mg/L） <0.08 0.09 0.8

ほう素 (mg/L） 0.04 0.05 1

※　「水質汚濁に係る環境基準」（昭和46年12月28日 環境庁告示第59条）

河川水

検体採取年月日単位調査項目 基準値※


